
第一八七回 

閣第一五号 

   犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律案 

 犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成十九年法律第二十二号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 題名の次に次の目次及び章名を付する。 

目次 

 第一章 総則（第一条－第三条） 

 第二章 特定事業者による措置（第四条－第十二条） 

 第三章 疑わしい取引に関する情報の提供等（第十三条・第十四条） 

 第四章 監督（第十五条－第十九条） 

 第五章 雑則（第二十条－第二十四条） 

 第六章 罰則（第二十五条－第三十一条） 

 附則 

   第一章 総則 

 第二条第二項第三十九号中「第二十一条第一項第十五号」を「第二十二条第一項第十五

号」に改める。 

 第三条第三項中「国家公安委員会」を「前項に定めるもののほか、国家公安委員会」に

改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。 

３ 国家公安委員会は、毎年、犯罪による収益の移転に係る手口その他の犯罪による収益

の移転の状況に関する調査及び分析を行った上で、特定事業者その他の事業者が行う取

引の種別ごとに、当該取引による犯罪による収益の移転の危険性の程度その他の当該調

査及び分析の結果を記載した犯罪収益移転危険度調査書を作成し、これを公表するもの

とする。 

４ 国家公安委員会は、第二項の規定による情報の集約、整理及び分析並びに前項の規定

による調査及び分析を行うため必要があると認めるときは、関係行政機関、特定事業者

その他の関係者に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めること

ができる。 

 第三条の次に次の章名を付する。 

   第二章 特定事業者による措置 

 第四条第一項中「第十一条」を「第十二条」に改める。 

 第八条第一項中「取引時確認の結果その他の事情を勘案して、特定業務」を「特定業務

に係る取引について、当該取引」に、「があり」を「があるかどうか」に、「特定業務に

関し」を「当該取引に関し」に改め、「がある」の下に「かどうかを判断し、これらの疑

いがある」を加え、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第

二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項



を加える。 

２ 前項の規定による判断は、同項の取引に係る取引時確認の結果、当該取引の態様その

他の事情及び第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案し、かつ、

主務省令で定める項目に従って当該取引に疑わしい点があるかどうかを確認する方法そ

の他の主務省令で定める方法により行わなければならない。 

 第三十条中「第二十一条第六項各号」を「第二十二条第六項各号」に、「第二十六条」

を「第二十七条」に改め、同条を第三十一条とする。 

 第二十九条第一号中「第二十四条」を「第二十五条」に改め、同条第二号中「第二十五

条」を「第二十六条」に改め、同条第三号中「第二十六条」を「第二十七条」に改め、同

条を第三十条とする。 

 第二十八条を第二十九条とし、第二十七条を第二十八条とし、第二十六条を第二十七条

とする。 

 第二十五条第一号中「第十四条」を「第十五条」に、「第十八条第二項」を「第十九条

第二項」に改め、同条第二号中「第十五条第一項」を「第十六条第一項」に、「第十八条

第三項」を「第十九条第三項」に改め、同条を第二十六条とする。 

 第二十四条の前の見出しを削り、同条中「第十七条」を「第十八条」に改め、同条を第

二十五条とする。 

 第二十三条を第二十四条とし、同条の次に次の章名を付する。 

   第六章 罰則 

 第二十二条を第二十三条とする。 

 第二十一条第二項中「第九条第一項」を「第九条」に改め、「係る第九条」の下に「及

び第十条」を加え、同条第六項中「第十六条及び第十七条」を「第十七条及び第十八条」

に改め、同条第十項中「第十四条から第十八条まで」を「第十五条から第十九条まで」に

改め、同条を第二十二条とする。 

 第二十条を第二十一条とし、第十九条を第二十条とする。 

 第十八条第三項中「第十五条第二項」を「第十六条第二項」に改め、同条第五項中「第

十五条第一項」を「第十六条第一項」に改め、同条を第十九条とし、同条の次に次の章名

を付する。 

   第五章 雑則 

 第十七条中「若しくは第二項又は第九条」を「から第三項まで、第九条又は第十条」に

改め、同条を第十八条とする。 

 第十六条を第十七条とし、第十五条を第十六条とし、第十四条を第十五条とし、第十三

条を第十四条とし、同条の次に次の章名を付する。 

   第四章 監督 

 第十二条を第十三条とし、第十一条を第十二条とし、同条の次に次の章名を付する。 

   第三章 疑わしい取引に関する情報の提供等 



 第十条中「疑わしい取引の届出等の措置」の下に「（以下この条において「取引時確認

等の措置」という。）」を加え、「使用人に対する教育訓練の実施その他の必要な体制の

整備」を「次に掲げる措置を講ずるよう」に改め、同条に次の各号を加える。 

 一 使用人に対する教育訓練の実施 

 二 取引時確認等の措置の実施に関する規程の作成 

 三 取引時確認等の措置の的確な実施のために必要な監査その他の業務を統括管理する

者の選任 

 四 その他第三条第三項に規定する犯罪収益移転危険度調査書の内容を勘案して講ずべ

きものとして主務省令で定める措置 

 第十条を第十一条とする。 

 第九条第一項中「（第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十号に掲げる特定事

業者に限る。以下この条において同じ。）」及び「本邦の域外にある国又は地域をい

い、」を削り、「外国に所在して業として為替取引を行う者をいう」を「当該政令で定め

る国又は地域に所在するものを除く」に改め、同条を第十条とし、第八条の次に次の一条

を加える。 

 （外国所在為替取引業者との契約締結の際の確認） 

第九条 特定事業者（第二条第二項第一号から第十五号まで及び第三十号に掲げる特定事

業者に限る。次条において同じ。）は、外国所在為替取引業者（外国（本邦の域外にあ

る国又は地域をいう。以下同じ。）に所在して業として為替取引を行う者をいう。以下

同じ。）との間で、為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結

するに際しては、主務省令で定める方法により、当該外国所在為替取引業者について、

次に掲げる事項の確認を行わなければならない。 

 一 当該外国所在為替取引業者が、第四条、前三条及び次条の規定による措置に相当す

る措置（以下この号において「取引時確認等相当措置」という。）を的確に行うため

に必要な営業所その他の施設並びに取引時確認等相当措置の実施を統括管理する者を

当該外国所在為替取引業者の所在する国又は当該所在する国以外の外国に置き、かつ、

取引時確認等相当措置の実施に関し、第十五条から第十八条までに規定する行政庁の

職務に相当する職務を行う当該所在する国又は当該外国の機関の適切な監督を受けて

いる状態（次号において単に「監督を受けている状態」という。）にあることその他

の取引時確認等相当措置を的確に行うために必要な基準として主務省令で定める基準

に適合する体制を整備していること。 

 二 当該外国所在為替取引業者が、業として為替取引を行う者であって監督を受けてい

る状態にないものとの間で為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契

約を締結していないこと。 

   附 則 

 （施行期日） 



第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。ただし、第三条の改正規定及び附則第三条の規定は、公布の日から施

行する。 

 （経過措置） 

第二条 この法律による改正後の第八条の規定は、この法律の施行の日（以下「施行日」

という。）以後に行われる取引について適用し、施行日前に行われた取引については、

なお従前の例による。 

 （政令への委任） 

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定め

る。 

 （調整規定） 

第四条 施行日が行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成二十

六年法律第六十九号）の施行の日前である場合には、同法第十八条のうち犯罪による収

益の移転防止に関する法律第二十一条第八項の改正規定中「第二十一条第八項」とある

のは、「第二十二条第八項」とする。 



     理 由 

 最近における犯罪による収益の移転に係る状況等に鑑み、疑わしい取引の届出に関する

判断の方法、外国所在為替取引業者との契約締結の際の確認義務、犯罪収益移転危険度調

査書の作成等に係る国家公安委員会の責務等を定める必要がある。これが、この法律案を

提出する理由である。 


